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課 長  危機管理・生活安全担当  原谷 

☎   ０３－3578－2533（直通） 

係 長  防災課 施設安全担当  長谷川 

☎   ０３－3578－２１５８（直通） 

資料 ９ 

令和 5 年 6 月 14 日 

港区区長定例記者発表 

問合せ 

毎年、区有施設安全総点検を実施し、 

施設の安全対策に継続的に取り組んでいます 

 区では、平成１８年６月に区民向け住宅シティハイツ竹芝で発生したエレベーター

事故のような痛ましい事故を二度と発生させないため、区立学校等を含む区有施

設について、毎年、一斉に総合的な点検を実施しています。 

 総点検で不具合が確認された場合は、年度内に確実に対応を完了することとし、

施設の安全を確保しています。 

 

■ 実施期間  

  令和５年４月３日（月曜）から令和５年５月３１日（水曜） 

令和５年度 区有施設安全総点検の概要 

■ 子どもが利用する施設等について 

今年度の総点検の際には、特に子どもが利用する施設や遊具等において

危険性がないか、重点的な確認を行いました。 

区立の幼稚園、小・中学校においても点検を強化し、運動場や園庭、砂場

等において釘やガラス等の危険物がないことを確認しています。 

点検方法  

 目視、触診、用具を使用した打診、計測、観察、撮影 等 

点検項目 

 施設を「工作物」「防災関連施設」「建物」のカテゴリに分け、それぞれに

応じた１３０～２6０程度の点検項目を設定しています。 

 （例）【柵・塀】がたつき、傾き、ゆるみ、ひび割れ、ささくれ等はないか 

   【校庭・園庭】工事用材料や危険物（針、ガラス等）が放置されていないか 

   【遊具】破損･ぐらつきがないか 

◆区有施設の安全管理に関する要綱及び港区有施設安全管理業務実施要領等に基づき、 

 全ての区有施設について、毎年、総合的な点検を実施しています。  
◆令和５年度は、特に子どもが利用する施設や遊具等において危険性がないか、重点的な 

 確認を行いました。 


